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１ 計画に関する基本事項 

本市では、2020（令和２）年３月に「水戸市自転車活用推進計画」（以下「活用推進計画」とい
う。）を策定し、「自転車に乗ってみたくなるまちづくり」を目指す姿に掲げ、安全で快適な自転車
の利用環境整備に取り組んでいるところです。 

昨今の自転車利用を取り巻く社会情勢においては、コロナ禍における交通行動の変容やデジタ
ル技術の発展、脱炭素社会に向けた動きなどが見られます。国においては、2021（令和３）年５
月に「第２次自転車活用推進計画」を閣議決定するとともに、県においては、2023（令和５）年
３月に「いばらき自転車活用推進計画（第２次）」を策定しており、これまでの取組を強化・推進
しながら、それらを踏まえ、持続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図ること
としています。 

本市におきましても、水戸市第７次総合計画や関連個別計画との整合を図りながら、社会情勢
の変化やＳＤＧｓの理念、本市を取り巻く課題を踏まえ、国・県とも連携し、戦略的かつ計画的
に自転車利用環境の向上を推進することを目的として、水戸市自転車活用推進計画（第２次）を
策定するものです。 
 

本市における自転車施策としては、都市部でのにぎわい創出や快適な住環境づくり、回遊性の
向上などの日常生活の利用から、郊外部における自然、歴史・文化、スポーツなどの交流拠点に
おけるレクリエーションとしての利用まで、幅広く対象とすることを想定し、計画の区域を市域
全域とします。 
 

本計画の計画期間は、各事業主体における施策の実効性等を踏まえ、2026（令和８）年度から
2030（令和 12）年度までの５か年とします。 

ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 
 

 １-１ 計画の目的

 １-２ 計画の区域

 １-３ 計画の期間



2 

l 本計画は、自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号。以下「法」という。）第 11 条に基
づき、国の第２次自転車活用推進計画及び茨城県のいばらき自転車活用推進計画（第 2 次）
を踏まえて策定するものであり、本市の自転車の活用の推進に関して基本となる計画として
位置付けます。 

l 本市における自転車通行空間の整備を計画的かつ効率的に行っていくため、国が定める「安
全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づく「自
転車ネットワーク計画」を本計画に包含します。 

l 計画の策定に当たっては、上位計画である「水戸市第７次総合計画－みと魁・Next プラン
－」をはじめ、「水戸市地域公共交通計画」等の関連計画との整合及び連携を図るものとし
ます。 

 
【計画の位置付け】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【ＳＤＧs との関連について】 

本計画は、ＳＤＧｓの視点を踏まえ、市民一人一人が自転車の活用による、環境負荷軽減や
健康づくり、地域の活性化などに取り組むことに対して支援するため、様々な施策を講じるも
のです。 

 

 １-４ 計画の位置付け

自転車活用推進法 
（根拠法）

国

いばらき自転車活用
推進計画（第２次）

県

水戸市第７次総合計画 ―みと魁・Next プラン―

市

【関連個別計画】 
○水戸市地域公共交通計画 
○水戸市立地適正化計画 
○水戸市中心市街地活性化基本計画 
○水戸市環境基本計画 
○水戸市都市計画マスタープラン 

          など

水戸市自転車活用 
推進計画（第２次） 

 
 
 
 

自転車 
ネットワーク計画

第２次自転車活用推
進計画
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① 近距離移動の利便性 
鉄道・バスの運行頻度による待ち時間に影響せず、目的地まで 5 キロメートル程度の短距離

移動であればマイカーを使うよりも移動時間が短いという試算があります。 
また、小回りの利く自転車での移動は交通渋滞の影響も受けにくく、狭い路地でも容易に移

動ができます。 
最近では、電動アシスト自転車なども普及しており、坂の多い地域でも自転車は短距離移動

に優れた交通手段と言えます。 

② 環境にやさしい交通手段 
自転車は走行中に二酸化炭素を含む温室効果ガスはもちろんのこと、私たちの健康に悪影響

を及ぼす可能性のある粒子状物質などの大気汚染物質も一切排出しません。 
移動手段として自転車を選択することは、地球環境への負荷を減らすだけでなく、私たちが

暮らす街の空気をきれいに保つことにもつながる、まさに環境にやさしい交通手段です。 

③ 健康面でのメリット 
自転車での移動は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の予防に効果的です。 
また、自転車で通勤・通学することで、自然と運動習慣が身につき、心肺機能の向上や筋力ア

ップにつながり、アンチエイジングにも効果があります。 
さらには、新鮮な空気や景色を感じることで、ストレス軽減やリフレッシュ効果が期待でき

ます。 

④ 手軽にできるスポーツ 
自転車は、サイクリングから自転車レースまで、年齢や性別、体力レベルに関わらず、誰もが

気軽に始められるスポーツです。 
健康維持や本格的な競技などの目的に応じて、自転車の種類や運動強度を変えながら、それ

ぞれの楽しみ方を見つけることができます。 

⑤ 観光周遊やサイクルツーリズム 
サイクルツーリズムとして、地域の名所などを自転車で巡りながら、地元の食材を使った食事

を味わったり、地元の名産品を扱う店に気軽に立ち寄ったりするのも、自転車ならではの魅力
です。 

また、公共交通機関ではアクセスしにくい場所や、見過ごしてしまいがちな小さな魅力を発見
できるのは、自転車ならではの醍醐味です。 

⑥ 災害時に機動的 
地震などの災害発生時には、道路が損傷し、自動車が使えなくなる状況も想定されます。小

回りの利く自転車は、そのような時の移動手段として活用が期待されます。 
また、電動アシスト自転車のバッテリーは、専用のインバーターを使うことで、災害時にお

けるスマートフォンなどの機器の充電など非常用電源として活用できます。  

 １-５ 自転車の特性
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2021（令和３）年 12 月に策定した水戸市自転車活用推進計画では、「自転車に乗ってみたく
なるまちづくり」を目指す目標に定め、「自転車に乗ってみたくなる「意識づくり」」、「自転車
に乗ってみたくなる「道づくり」」、「自転車に乗ってみたくなる「しくみづくり」」の三つの基本
方針のもと、様々な取組を推進してきました。 

 
【水戸市自転車活用推進計画に基づく主な取組】 
（基本方針１）自転車に乗ってみたくなる「意識づくり」 

 
（基本方針２）自転車に乗ってみたくなる「道づくり」 

 
（基本方針３）自転車に乗ってみたくなる「しくみづくり」 

 
 

自転車利用者への安全教育の充実 
l 学校や警察、地元企業や学生ボランティアと連携して、自転車通行空間を整備した箇所で

通行指導を実施しました。 
l 自転車通行空間の整備箇所を利用する学生に正しい通行方法を示したチラシを配布しまし

た。 
l 市内の高校や駅駐輪場等でヘルメット着用についてＰＲしました。 

 
自転車損害賠償保険の加入促進 
l 地元大学の学生の協力のもと、自転車損害賠償保険の加入促進についてのチラシを作成

し、自転車通学者の多い高校へ配布しました。 
 
自転車利用による健康増進 
l 地元大学の学生や地元企業との連携のもと、シェアサイクルの利用方法や市内おすすめコ

ースを掲載したサイクリングマップを作成し、市内でのサイクリングをＰＲしました。 
 

 １-６ これまでの主な取組

 ・自転車利用者への安全教育の充実   ・自転車利用による健康増進 
・自動車運転者への啓発の充実     ・自転車通勤の推奨 
・自転車損害賠償保険の加入促進    ・イベント開催時における自転車利用の PR

 ・自転車ネットワークの構築      ・道路事情に応じた自転車通行空間の整備 
・わかりやすい案内誘導サインの設置  ・整備路線の適切な維持管理

 ・駐輪環境の整備           ・公共交通機関との連携 
・コミュニティサイクル等の整備    ・サイクルツーリズムの推進 
・サイクル・アンド・ライドの推進   ・災害時の自転車の活用

 基本方針１ 自転車に乗ってみたくなる「意識づくり」の主な取組について
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自転車ネットワークの構築 
l 国が示すガイドラインに基づいて、道路管理者と連携しながら自転車ネットワーク候補路

線を選定しました。 
l 自転車ネットワーク候補路線から優先整備路線を選定し、整備を進めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 基本方針２ 自転車に乗ってみたくなる「道づくり」の主な取組について

 優先整備路線 2024（令和６） 
年度末整備済 

延長(A,B 合計)
進捗率

 道路管理者 Ａ路線 B 路線 合計延長

 国土交通省 0.7 ㎞ 21.5 ㎞ 22.2 ㎞ 0.7 ㎞ 3.2％
 茨城県 17.3 ㎞ 22.0 ㎞ 39.3 ㎞ 15.3 ㎞ 38.9％
 水戸市 24.7 ㎞ 38.7 ㎞ 63.4 ㎞ 20.6 ㎞ 32.5％
 計 42.7 ㎞ 82.2 ㎞ 124.9 ㎞ 36.6 ㎞ 29.3％

■自転車ネットワーク候補路線図

整備済路線

■自転車通行空間整備延長（2024（令和６）年度末）
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駐輪環境の整備 
l 県で設置した奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会及び大洗・ひたち海浜シー

サイドルート利活用推進協議会と連携し、ルート沿線の施設をサイクルサポートステーシ
ョンに認定して、サイクルラック等を提供しました。 

コミュニティサイクル等の整備 
l 2023(令和５)年 4 月 1 日から水戸市シェアサイクル事業「みとちゃり」を開始しました。 
l サイクルステーションは、水戸駅を起点としたまちなかの観光・文化施設などの拠点への

配置に加え、利便性向上のため、居住地エリアへの面的な配置を行いました。 

【整備状況】※2025（令和７）年 7 月末時点 
自 転 車 台 数：148 台 
ステーション数：54 か所（357 ラック） 

【利用状況】※2025（令和７）年 7 月末時点 
累計利用回数：約 10 万回 

災害時の自転車の活用 
l シェアサイクルを導入する際、電動アシスト自転車のバッテリーを災害時の非常用電源と

して利用出来るコンバーターもあわせて試験的に導入しました。 
l 大規模災害時に、道路が損壊し、自動車での移動が困難な場合でも、職員が被災現場へ迅

速に駆けつけることができるよう、市職員用のカードキーを用意し、シェアサイクルを災
害時の移動手段として活用できるようにしました。 

 

 基本方針３ 自転車に乗ってみたくなる「しくみづくり」の主な取組について
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２ 現状と課題 

 

l 本市の人口は 2024（令和６）
年で 266,390 人となっていま
す。 

l 将来的な目標人口は 2033（令
和 15）年において、265,000 人
としています。 

 
 
 
 

l 本市の面積は 21,732 ヘクタールとなって
おり、那珂川と千波湖に囲まれた台地と低
地が複雑に組み合わさった地形が特徴と
なっています。 

l 中心市街地が、高低差が約 30 メートルあ
る馬の背状の高台に位置しています。 

 
 
 
 
 

 

 ２-１ 人口・地形

 (1) 人口

 (2) 地形

270,783人

266,390人

265,000人

260,834人

250,000人

260,000人

270,000人

280,000人

2015
(平成27)年

2020
(令和２)年

2024
(令和６)年

2028
(令和10)年

2033
(令和15)年

水戸市人口ビジョン(第２次) 社人研2023推計

    関連する個別計画における各区域について
コラム

水戸市中心市街地活性化基本計画における 
「都市中枢ゾーン」

水戸市立地適正化計画における 
「居住誘導区域」

（出典：水戸市地域公共交通計画）

（出典：国土地理院ホームページ）
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l 本市の通勤、通学時の移動手段のう
ち、自転車を利用する割合は年々減
少しており 2020（令和２）年は 9.7
パーセントとなっています。 

l 国全体でも自転車を利用する割合は
年々減少しています。それに対し、自
動車の割合は年々増加しています。 

l 水戸市の自動車の割合も年々増加
しており、2020（令和 2）年は 67.5
パーセントと高い割合となってい
ます。 

l 19 歳以下は”週５日以上”利用する
割合が非常に高くなっています。 

l 20 歳代から 60 歳代までは年代が
上がるにつれて”ほとんど利用しな
い”の割合が増加しています。 

 
 
 
 

l 週に１回以上自転車を利用する割
合は、中心市街地では 41.5 パーセ
ントと高く、居住誘導区域でも
32.8 パーセントとなっています。 

l それ以外の地域では半数以上の人
が自転車をほとんど利用しないと
なっています。 

 

※ 中心市街地及び居住誘導区域については、７ページ「関連する個別計画の各区域について」を参照

 ２-２ 自転車利用の状況

 (1) 交通手段別の利用状況

 (2) 年齢別の利用状況

 (3) 居住エリア別の利用状況

6.8

7.1

6.1

6.8

6.5

5.4

7.8

13.5

0.9

1.2

1.6

2.9

67.5

66.2

60.7

51.3

9.7

10.7

12.8

12.9

6.4

6.8

7.3

10

2.2

2.6

3.7

2.6

2020
(令和2)年

2010
(平成22)年

2000
(平成12)年

1990
(平成2)年

交通手段別通勤・通学割合

鉄道 バス オートバイ 自動車 自転車 徒歩 その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19歳以下
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

年齢別 自転車利用頻度

週５日以上 週３～４日 週１～２日 月数回程度 ほとんど利用しない

4.8 

8.5 

9.4 

6.3 

9.5 

13.2 

17.5 

14.8 

18.9 

17.8 

20.1 

20.8 

53.2 

47.2 

37.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それ以外

居住誘導区域

中心市街地

居住エリア別 自転車利用頻度

週５日以上 週３～４日 週１～２日 月数回程度 ほとんど利用しない

（出典：水戸市地域公共交通計画）

（出典：自転車活用推進に関するアンケート調査）

（出典：自転車活用推進に関するアンケート調査）
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住民のニーズや課題を把握し、より実効性の高い計画を策定するため、自転車活用推進に関
するアンケート調査を実施しましたので、その結果の要約を以下に示します。 

※アンケート調査の概要については参考資料の○○ページを参照してください。 

 

l 「手軽に使える」が最も高い割合（20.3%）
となっており、次に「早く移動できる」
（15.3%）となっていることから、利便性
や効率性が重視されています。 

l 「健康増進」（15.1%）や「ガソリン代や交
通費の節約」（12.0%）も高い割合となって
いることから、健康志向や経済性も動機の
一つとなっています。 

 
 

 

l 「不満」が最も高い割合（32.4％）となっており、
次いで「やや不満」（27.7％）と、約６割の人が車
道走行に対して不満を感じています。 

 
 
 

l 「車道(路肩)が狭い」が最も高い割合
（22.2％）となっており、「路面の状
態が悪い」（15.9％）、「雑草や街路樹
が車道へ張り出している」（10.1％）
と、走行する道路環境について不安を
感じている割合が高くなっています。 

l 「車との距離」（16.3％）、「車の交通
量が多い」（9.6％）、「車の速度」（8.0％）
など、道路を共有する車に対する割合
も高くなっています。  

 ２-３ 住民ニーズ

 (1) 自転車を利用する理由

 (2) 自転車で車道を通行する場合の満足度

 (3) 自転車で車道を通行する時に不安だと感じること

 項 目(n=661) 件数 割合
 満足 41 6.2%
 やや満足 74 11.2%
 どちらでもない 149 22.5%
 やや不満 183 27.7%
 不満 214 32.4%

 項 目(n=1396) 件数 割合
 手軽に使える 284 20.3%
 早く移動できる 214 15.3%
 健康増進 211 15.1%
 ガソリン代や交通費の節約 168 12.0%
 自転車で走ることが好き 138 9.9%
 渋滞や公共交通の人混みを避けたい 127 9.1%
 環境にやさしい 108 7.7%
 利用に適した公共交通がない 75 5.4%
 かっこいい・おしゃれ 20 1.4%
 その他 51 3.7%

 項 目(n=2386) 件数 割合
 車道（路肩）が狭い 529 22.2%
 車との距離 389 16.3%
 路面の状態が悪い 379 15.9%
 雑草や街路樹が車道へ張り出している 242 10.1%
 車の交通量が多い 228 9.6%
 自転車の逆走 215 9.0%
 車の速度 190 8.0%
 路上駐車が多い 96 4.0%
 車道を走らないので分からない 18 0.8%
 特になし 17 0.7%
 その他 83 3.5%
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l 「自転車道の整備」（18.1％）や「自転車
専用通行帯の整備」（16.3％）が高い割合
となっており、矢羽根整備などの「自転車
通行位置の表示」（13.6％）や「歩道上へ
の自転車通行帯の設置」(12.4%)と合わせ
ると自転車通行空間整備に関する意見だ
けで約 6 割となっています。 

l 「歩道上への自転車通行位置の表示」
（10.0％）や「車道は走りたくない」
（9.9％）、「自転車は歩道を走行」（7.9％）
など、自転車の車道走行を避ける考えも多
くなっています。 

 
 

l 「どちらでもない」（41.5％）と回答した割合が最も高く
なっており、「不満」と「やや不満」を合せた割合も約３
割と高い割合となっています。 

l 「満足」と「やや満足」を合わせた割合（24.9％）より、
不満と答えた割合が高いことから、駐輪環境の改善が求め
られていると考えられます。 

 
 

l 「バス停の近くに駐輪場がある」、「駅
の近くに駐輪場がある」を合わせると
約６割の人が公共交通機関に乗り換え
やすいと答えています。 

l 電車やバスに自転車をそのまま乗せら
れると回答した割合も合計で36.4パー
セントと高くなっています。 

 

自転車通行空間整備やシェアサイクルなど、前計画に位置付けたこれまでの取組に対し肯定
的な意見が多く見られました。本市の自転車政策について、多くの市民の方に御理解、御賛同
いただいている結果となりました。  

 (4) 自転車の走行位置及び走行環境についての意見

 (5) 駐輪環境の満足度

 (6) 自転車と公共交通機関との連携についての意見

 ●アンケート結果のまとめ ※アンケート調査の概要については参考資料の○○ページ参照

 項 目(n=661) 件数 割合
 満足している 98 14.8%
 やや満足している 67 10.1%
 どちらでもない 274 41.5%
 やや不満である 119 18.0%
 不満である 103 15.6%

 項 目(n=2219) 件数 割合
 歩道や車道と区別された自転車道を

整備してほしい 401 18.1%

 車道上に自転車用通行帯を整備して
ほしい 361 16.3%

 車道上に自転車の通行位置を明示 
してほしい 301 13.6%

 歩道上に歩行者と自転車を分離する
整備をしてほしい 276 12.4%

 歩道上に自転車の通行位置を明示 
してほしい 222 10.0%

 車道を走りたくない 219 9.9%
 自転車は歩道を走ればよい 175 7.9%
 自転車の車道通行を推進してほしい 169 7.6%
 その他 95 4.3%

 項 目(n=1464) 件数 割合

 バス停の近くに駐輪場があり自転車と
バスが乗り換えやすい 462 31.6%

 駅の近くに駐輪場があり自転車と電車
が乗り換えやすい 428 29.2%

 自転車をそのまま電車にのせられる 286 19.5%

 バスに自転車をのせられる 248 16.9%

 その他 40 2.7%
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l 本市の自転車の事故件数は、2010（平成 22）年から 2023（令和５）年までを比較すると、
外出自粛期間のあった 2020（令和２）年と 2021（令和３）年を除いても、減少傾向とな
っています。 

l 全事故件数に対する自転車事故件数の割合はおおむね横ばいとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 全国の値と比較すると本市の事故件
数は低くなっていますが、茨城県と比
較すると高い値となっています。 

l 2014（平成 26）年度から 2023（令和
５）年度までの推移を見ると、全国と
茨城県は同じように推移しています
が、本市の近年の値は高くなっていま
す。 

 

 ２-４ 交通事故の発生状況

 (1) 自転車が関係する交通事故件数の推移

 (2) 人口 10 万人当たりの自転車事故件数の推移

 2014 
(平成 26)

年度

2015 
(平成 27) 

年度

2016 
(平成 28) 

年度

2017 
(平成 29) 

年度

2018 
(平成 30) 

年度

2019 
(令和元) 

年度

2020 
(令和２) 

年度

2021 
(令和３) 

年度

2022 
(令和４) 

年度

2023 
(令和５) 

年度

 水戸市 65 54 60 68 52 49 35 32 47 48

 茨城県 56 50 44 45 40 35 30 29 31 33

 全国 86 78 72 71 68 64 54 56 56 58

2386
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1342 1265

1073
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696 653
844 843

356 293 296 281 177 145 164 183 141 133 94 87 128 129
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（出典：交通白書）

（出典：交通白書）
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l 市では、主に駅前の放置自転車対策として市営駐輪場の整備を進めており、令和５年度時
点で、水戸駅で 4,710 台分、赤塚駅で 1,324 台分の自転車等が駐輪可能となっています。 

l 市営駐輪場の利用状況は、定期利用者が毎日利用したと仮定した場合の一日平均利用台
数は、水戸駅で 3,021 台、赤塚駅で 1,241 台となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

l 水戸駅及び赤塚駅周辺の自転車等放置禁止区域における放置自転車等の撤去件数は、令和
３年度まで減少していましたが、近年、増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２-５ 自転車の駐輪環境

 (1) 市営駐輪場の設置状況

 (2) 放置自転車の状況

 
水戸市自転車等駐車場 供用開始 収容可能台数

使用台数

 定期使用 
（月平均）

一時使用 
（日平均）

 ①水戸駅北口地下自転車等駐車場 1993(平成５)年度 1,130 台 835 台 95 台

 ②水戸駅南口東棟自転車等駐車場 2002(平成 14)年度 1,608 台 1,020 台 78 台

 ③水戸駅南口西棟自転車等駐車場 2003(平成 15)年度 1,972 台 995 台 なし

 ④赤塚駅北口自転車等駐車場 2001(平成 13)年度 588 台 465 台 61 台

 ⑤赤塚駅南口自転車等駐車場 2000(平成 12)年度 636 台 655 台 23 台

 ⑥赤塚駅南口第２自転車駐車場 2012(平成 24)年度 100 台 なし 38 台
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水戸駅周辺 自転車等放置禁止区域 赤塚駅周辺 自転車等放置禁止区域

（水戸市調べ）

（水戸市調べ）
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l 市では、これまで国のガイドラインに基づき選定したネットワーク候補路線のうち、過去
に自転車事故の多かった路線や自転車の交通量が多い路線などを優先整備路線として選
定し、2024（令和６）年度末時点で 36.6 キロメートルの自転車通行空間を整備していま
す。 

l 整備した路線については、自転車の交通ルールやマナーの啓発のため、高校生ボランティ
アや地元企業と連携し通行指導を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２-６ 自転車通行空間の整備の進捗

幹線市道 39 号線の自転車通行空間の整備について 
 
l 2017(平成 29)年度に水戸駅南口

から南側へ延びる幹線市道 39 号
線の通行空間を整備しました。 

l 自転車の通行状況調査の結果、車
道左側通行の遵守率が極めて高
い状況となっています。 
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l 19 歳以下では、ルールを知っていて守っている割合が 91.7 パーセントと最も高くなって
いますが、20 歳代では 63.3 パーセントと減少し、30 歳代以上では 50 パーセント前後ま
で減少しています。 

l ルール自体を知らない割合は 30 歳代で 8.5 パーセントと高くなっており、40 歳代から 60
歳代までは一定割合でルールを知らない状況となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 19 歳以下では高校までに全ての人が受講しており、20 歳代以降は、60 歳代まで年代が
上がるにつれて受講していない割合が増加し、70 歳代では 95.7 パーセントの割合で受講
していない状況となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２-７ 自転車交通ルールの認識

 (1) 車道の左側通行について

 (2) 交通安全教育の受講状況
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63.3%
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35.0%
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74.6%
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4.2%

4.8%
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3.7%
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（出典：自転車活用推進に関するアンケート調査）

（出典：自転車活用推進に関するアンケート調査）



15 

都市の現状から浮かび上がる、本市の今後の自転車活用に向けた課題を、以下の四つのテー
マに分類し、整理します。 

l これまで、自転車ネットワーク計画を策定し通行空間を整備してきましたが、アンケート
調査の結果をみると、自転車の走行環境に不満を感じる市民が多いことから、より安全で
快適な移動手段として自転車を利用してもらえる環境の創出が必要となっています。 

l 地球温暖化対策が喫緊の課題となっている中、
2022 年 12 月に国立環境研究所が公表した「日
本の 52 都市におけるカーボンフットプリント
比較」において、本市はワースト１位となって
います。 

l 自転車や公共交通の利用率が減少する中で、自
動車の利用率が増えていることから、公共交通
機関の利用との組み合わせを含めた自転車の
利用へ転換することが必要となっています。 

 

l 市の医療受診状況をみると、外来において糖尿病、腎不全、高血圧症等で受診する人が多
い状況となっているため、栄養バランスの
とれた食事に加え、運動習慣づくりの普
及・啓発による生活習慣の改善を図り、生活
習慣病の発症予防と重症化予防に取り組む
必要があります。 

l 自転車は適正な運動強度を維持しやすく脂
肪燃焼やストレス発散に効果的であり、生
活習慣病の予防やメンタルヘルスの改善が
期待できることから、自転車通勤をはじめ
とする日常生活での自転車の利用促進を図
ることが求められています。 

l アンケート調査の結果をみ
ると、自転車を健康増進のた
めに利用する割合が高く、利
用を更に促進することで、市
民の健康寿命延伸を図るこ
とができると考えられます。  

 ２-８ 課題整理

 (1) 都市環境

 (2) 健康増進

9.8
6.2

5.7
5.5

4.2
3.8

3.5
3.5
3.4
3.3

糖尿病

その他の悪性新生物

腎不全

高血圧症

その他の眼及び付属器の疾患

その他の消化器系の疾患

その他の神経系の疾患

その他の心疾患

脂質異常症

炎症性多発性関節障害

国民健康保険医療費上位10位の疾患（外来）
（単位：億円）

（出典：シマノ「cyclingood」web サイト）

（出典：Ryu Koide, Satoshi Kojima, Keisuke Nansai, Michael Lettenmeier, Kenji Asakawa, Chen 
Liu, Shinsuke Murakami (2021) Exploring Carbon Footprint Reduction Pathways through Urban 
Lifestyle Changes:A Practical Approach Applied to Japanese Cities. Environmental Research 
Letters. 16 084001 
小出 瑠・小嶋 公史・南齋 規介・Michael Lettenmeier・浅川 賢司・劉 晨・村上 進亮 (2021) 「国
内５２都市における脱炭素型ライフスタイルの選択肢：カーボンフットプリントと削減効果データ
ブック」）

（出典：水戸市データヘルス計画（第２次））
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l 観光振興による経済効果を高めるため、自転車を利用し、偕楽園や
弘道館、千波湖などの観光資源間の回遊性を高めるとともに、飲食
や宿泊、土産品購入など、観光消費につながる取組を展開していく
必要があります。 

l 近年、商品を所有する「モノ」消費から体験を重視する「コト」消
費へと消費スタイルがシフトするなど、自転車利用環境においても、
地域を巡り、名所や食などの魅力を体験す
るサイクルツーリズムの取組が注目され
ていることから、来訪者のニーズに対応し
た取組が求められています。 

l 中心市街地などで行われるイベントやプ
ロスポーツの試合などの際、アクセス性が
良い反面、交通渋滞が生じていることか
ら、公共交通や自転車での来場を促す取組
が求められています。 

l アンケート調査の結果をみると、シェアサ
イクルの利便性の向上を求める意見が多
いことから、利便性や回遊性を踏まえた事業拡大を検討するとともに、シェアサイクルの
利活用を図る必要があります。 

l 全交通事故件数は減少傾向ですが、自転車関
係事故の占める割合は横ばいの状況となっ
ていることから、自転車の事故防止対策を強
化していく必要があります。 

l アンケート調査の結果をみると交通ルール
を知っているが守れていないという市民が
多く、また、2026（令和８）年４月から自転
車にも交通反則通告制度いわゆる「青切符」
が導入されることから、自転車事故の減少と
交通マナーの向上を図るため、引き続き、幅
広い世代に対する自転車利用ルールの周
知・教育の徹底に取り組み、安全・安心に利
用できるための取組を実施していく必要が
あります。 

  

 (3) 利便性・回遊性

 (4) 安全・安心

（出典：警察庁ホームページ）
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３ 計画の方向 

自転車は市民にとって欠かせない移動手段となっており、その利用を促進することは、自転
車の特性から、利用者にはもちろん、社会的にも様々なメリットがあります。近距離の移動で
は、自動車よりも目的地までの所要時間が短く、かつ、環境にもやさしいことから、近距離の
移動手段として最も効率的であると言えます。そのため、自転車を鉄道や路線バスなどの公共
交通を補完する役割として、本市の交通体系に位置付け、利用の促進を図るため、自転車を快
適に利用できる環境の整備に取り組みます。 

その一方で、本市では、自転車が関係する交通事故への対策が課題となっています。多くの
自転車利用者は歩道を走行している実態があるため、自転車が安全に車道を走行できる環境の
整備に取り組む必要があります。その際、歩行者の安全確保の視点から、自転車は車両であり
車道走行が原則であるという意識を定着させるとともに、自転車は歩道よりも車道の左側を走
行した方が事故リスクが低く安全であるということを認識してもらうことが重要となります。 

本市では、これまでに自転車の通行空間整備及び自動車運転者や自転車利用者へのマナー啓
発などを進めてきましたが、自転車の利用環境については、十分に整備しきれていません。 

このような自転車利用に関する現状や課題を踏まえ、安全で快適な自転車の利用環境を実現
し、自転車の利用を促進するため、本市の目指すまちの姿を次のとおり定めるものとします。 

 

 ３-１ 目指すまちの姿
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目指すまちの姿である「自転車に 乗ってみたくなる まちづくり」の実現に向け、次の四つ
の基本方針を掲げ、各種施策に取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ３-２ 基本方針

サイクリングの普及により、市民の日常的な運動を促すとともに、自転車通勤の促進に
取り組み、定期的な運動による生活習慣病の予防を図ることで、市民の健康寿命の延伸を
目指します。 

また、公共交通や自転車等の移動手段の最適化を進め、自転車の利用促進によるカーボ
ンニュートラルへの貢献を図ります。

シェアサイクルを活用したまちなか回遊を推進するとともに、茨城県が推進するサイク
ルツーリズムの取組との連携を図ります。 

また、自転車の利便性・回遊性を生かして地域の魅力を再発見する機会を設けることに
より、地域のにぎわいの創出を目指します。

歩行者、自転車利用者及び自動車利用者が互いの特性や交通ルールを理解し、尊重しあ
う意義を醸成する取組などにより、自転車事故のない安全・安心な環境の創出を図りま
す。 

また、災害時における市民の移動や輸送の手段として自転車の有効活用を図ります。

自転車通行空間を計画的、継続的に整備することで、誰もが安全で快適に自転車を利
用できる環境の創出を図ります。 

また、モビリティの多様化を見据え、自転車通行空間の整備手法の再検討を進めると
ともに、様々なシェアリングサービスが利用しやすい環境の創出を図ります。



19 

基本方針ごとに目標を設け、目標を達成するための施策を以下に整理します。 
 

 ３-３ 目標と施策

 

 

 

７ 自転車に対する 
安全意識の向上

■目標 ■施策

 

 

 

 

① 自転車通行空間整備の推進

② 自転車道･自転車専用通行帯の整備の検討

③ 自転車施設の案内表示や通行空間の情報提供

④ シェアサイクル事業の推進

⑤ 公共空間を活用した駐輪環境の整備

⑧ 移動手段のベストミックス

⑨ イベント開催時における自転車利用の促進

⑥ 自転車利用による健康管理

⑦ 自転車通勤の促進

⑩ サイクリングマップの作成

⑪ 地元プロスポーツチームと連携した取組の推進

⑫ 自転車利用促進イベントの実施

⑬ サイクルツーリズムの推進

⑭ 自転車利用者への安全教育の充実

⑮ 自動車ドライバーへの啓発の充実

⑯ 自転車損害賠償保険の加入促進

⑰ 災害時の自転車の活用
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基本方針ごとに、目標の達成状況に関する成果指標を設定します。 
 
【基本方針ごとの指標】 

 

 ３-４ 成果指標

 基本方針 目標 指標
 自転車に乗りやすい環

境の創出
１ 自転車ネットワーク

の形成
自転車通行空間における適切
な走行割合（平均） 
【現況】R6：82.5％ 

⇒R12：90％

 ２ 気軽に自転車を利用
できる環境づくり

 健康的で環境にやさし
い社会の実現

３ 自転車を活かした健
康づくり

通勤・通学時の自転車利用割
合 
【現況】R2：9.7％ 

⇒R12：13％

 ４ 環境にやさしい都市
の実現

 地域のにぎわいの創出 ５ 地域資源を活かした
回遊性向上

シェアサイクル利用回数（累
計） 
【現況】R6 末：72,404 回 

⇒R12 末：800,000 回

 ６ サイクリングを楽し
む機会の創出

 自転車を安全に利用す
る社会の実現

７ 自転車に対する安全
意識の向上

自転車通行空間整備済路線に
おける自転車事故件数 
【現況】R6：ー件 

⇒R12：0 件

 ８ 自転車による地域の
安全の向上
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４ 施策の内容 

 

 
別紙１参照
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５ 計画のフォローアップ 

計画を進めるに当たっては、市民、交通事業者及び行政（道路管理者及び県警察を含む）が
それぞれ主体的に事業に取り組むとともに、連携・協働して互いの役割にあった責任ある行動・
働きかけを行うことにより、事業の効果を高めていく必要があります。 

 
 
 

 

  ５-１ 計画の推進体制

 

市民 
の役割

短 距 離 移 動 の 自
転車利用

特に 5 キロメートル未満の移動は、自家用車から自転車へ
切り替えることで、家庭からの CO2 排出量を大幅に削減で
きます。

 通勤･通学時の自
転車利用の促進

自転車で通勤･通学することで、個人の健康増進だけでな
く、社会全体の環境負荷低減に貢献します。

 自 転 車 利 用 時 交
通ルールの遵守

交通ルールを守り、事故のリスクを減らし、歩行者や自動
車等との共存を図ります。

 自 転 車 の 点 検 と
整備

定期的に点検と整備を行い、安全に走行することで事故を
未然に防ぐことができます。

 公 共 交 通 機 関 と
の連携

サイクル＆ライドなどを積極的に利用することで、移動の
選択肢を広げ、より効率的な移動を実現できます。

 

交通事業者
の役割

自 転 車 と の 連 携
の推進

公共交通機関と自転車が円滑につながる取組を推進するこ
とで、移動範囲の拡大と利便性の向上に貢献します。

 
情報提供と啓発

公共交通機関と連携した自転車利用のメリットなどの情報
を提供し、市民の自転車利用を促進します。

 駐 輪 施 設 の 整 備
と連携

駅やバス停などで駐輪スペースの確保と管理を適切に行う
ことで、公共交通機関への乗り換えをスムーズにします。

 

行政 
の役割

計 画 に 位 置 付 け
た取組の推進

事業の着実な推進により、自転車活用に向けた目標の達成
が図られます。

 市民・交通事業者
との連携強化

市民や交通事業者との意見交換の場を設け、それぞれの役
割とニーズを共有し、協力体制を構築します。

 
インフラ整備

安全で快適な自転車通行空間の整備や交差点の改良など、
自転車利用者が安心して走行できる環境を整備します。

 
交通ルール・マナ
ーの啓発と指導

市民に対する交通ルールやマナーに関する広報活動を強化
し、必要に応じて指導や取り締まりを行うことで、安全意
識の向上を図ります。

 シェアサイクルの
推進

シェアサイクル事業を推進し、市民や観光客が自転車を利
用しやすい環境を整えます。

 多 角 的 な 情 報 提
供

サイクリングマップの作成やイベントの開催など、自転車
利用を促すための情報を積極的に発信します。

市民・交通事業者・行政の役割
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本計画について、水戸市自転車利用環境整備審議会の助言をうけつつ、毎年度、指標を用い
て PDCA サイクルによるフォローアップを行います。 

 
《PDCA サイクルによる計画の達成状況の評価》 

計画を進めるに当たっては、ＰＤＣＡ（Plan・
Do・Check・Action）のサイクルによる継続的な取
組を行い、必要に応じて改善を図っていきます。 

目指すまちの姿を実現するための取組の詳細を
立案し、調整し、実行し、各取組（事業）について
の進捗状況の確認とともに、得られた結果について
の評価･検証を行います。 

また、結果の評価・検証のほか、今後の地域や社
会の情勢、新たな技術の動向、市民の意向やライフ
スタイルの変化を踏まえて、計画内容の更新、見直
し等を行います。 

 
 
 

  ５-２ 計画の進捗管理

 
実施項目

計画期間

 2026(R8)年度 2027(R9)年度 2028(R10)年度 2029(R11)年度 2030(R12)年度

 

Plan(計画)

 

Do（実施）

  

 

Check（評価）

 

Action（改善）

 

Action

P lan : 計画立案、調整等 
D o : 取組の実施 
Check : 進捗状況の確認、結果の評価・検証 
Action : 更新、見直し等

計画の見直し必要に応じて計画の見直し

施策の実施 施策の実施 施策の実施 施策の実施

評価 評価 評価

改善 改善 改善 改善

評価評価

施策の実施

改善



【別紙１】水戸市自転車活用推進計画（第２次）骨子素案 施策一覧

番号 目標 施策 取組内容 実施主体（下線は新規提案課） 第１次計画施策番号

更新

自転車ネットワーク計画（別紙２及び３参照）
（内容）
・国のガイドラインに基づき、自転車通行空間の整備エリア及びネッ
トワーク路線を選定する。

交通政策課、各道路管理者 ⑦

継続

ネットワーク計画に沿った整備の推進
（内容）
・道路状況等を勘案し、関係機関と協議の上、各ネットワーク路線の
整備優先度及び整備形態を選定し整備する。

交通政策課、各道路管理者 ⑨

継続

整備路線の適切な維持管理
（内容）
・整備路線が常に利用しやすい状態であるように、街路樹や路面のひ
び割れなどに対し、適切な措置を行うとともに、路面表示の更新につ
いて検討を行う。

交通政策課、各道路管理者 ⑩

新規

現地状況に応じた道路空間再配分の検討
（内容）
・完全形態での整備が可能な既設道路の調査を行うとともに、道路空
間の再配分等により完全形態での整備が可能になる路線については、
規制速度の抑制も含めた空間の再配分の可能性について検討する。

交通政策課、各道路管理者 -

新規

エプロンのない側溝など走行空間の創出手法の検討
（内容）
・側溝や街渠の工法を工夫するなど、自転車通行空間を確保する手法
について検討する。

交通政策課、各道路管理者 -

継続

わかりやすい案内誘導サインの設置
（内容）
・自転車通行空間整備と合わせて、駐輪場やシェアサイクルステー
ションなどへの案内誘導サインを設置する。

交通政策課 ⑧

更新

整備済自転車ネットワーク路線や自転車利用の効果等の情報発信
（内容）
・市ホームページやSNSなどにより、自転車利用環境や自転車利用の
メリットなどを発信する。

交通政策課 ④

新規

サイクルステーションの面的整備を含む戦略的配置
（内容）
・シェアサイクルの利用状況を分析し、利便性及び収益性が向上する
ようにサイクルステーションを整備する。

交通政策課 -

新規

大規模イベントやプロスポーツの試合時における臨時ステーションの
開設
（内容）
・大規模イベント時やプロスポーツの試合時の周辺道路の交通渋滞問
題や駐車場不足問題の解消策として、シェアサイクルの臨時ステー
ションを設置する。

交通政策課 -

継続

交通結節点における駐輪環境の整備
（内容）
・サイクルアンドライドを促進するため、交通結節点に駐輪環境を整
備する。

交通政策課 ⑪

新規

まちなか駐輪場情報の発信
（内容）
・まちなかの施設等と連携し、まちなかにある駐輪可能なスペースの
情報を発信する。

交通政策課 -

新規

シェアサイクルステーション整備による駐車場附置義務の緩和措置
（内容）
・シェアサイクルの利用による自動車交通量の削減や環境負荷の軽減
等を促進するため、ステーションを設置した場合に、駐車場の附置義
務台数を緩和する。

交通政策課、都市計画課 -

新規

まちなかへの自転車等駐車施策の推進
（内容）
・環境負荷の軽減やコンパクト・プラス・ネットワークの形成を進め
るため、まちなかでの自転車利用を促進する必要がある。既存の駅前
駐輪場に加え、まちなかに小規模な駐輪施設を分散して配置すること
で、公共交通や店舗等を利用しやすい環境をつくる。

交通政策課、商工課、都市計画課 -

⑥ 自転車利用による健康管理 更新

自転車利用の健康面や美容面のメリットの周知
（内容）
・これまで実施してきた健康面のメリットに加え、筋力アップによる
アンチエイジングなどについてもＰＲする。

交通政策課、健康づくり課 ④

継続

自転車通勤推奨による事業者メリットのＰＲ
（内容）
・従業員の健康増進など、自転車通勤のメリットを事業所にＰＲす
る。

交通政策課 ⑤

継続

県央地域で連携した自転車通勤の呼びかけ
（内容）
・連携中枢都市圏事業である「エコ通勤チャレンジウィーク」につい
て、内容の見直しを図りながら継続実施する。

交通政策課 ⑤

新規

自転車通勤しやすい環境整備の促進
（内容）
・事業所敷地内へのシェアサイクルステーション設置など、事業所と
連携した環境整備を検討・実施する。

交通政策課 -

継続

交通結節点における駐輪環境の整備（再掲）
（内容）
・サイクルアンドライドを促進するため、交通結節点に駐輪環境を整
備する。

交通政策課 ⑬

更新

サイクルトレイン等の実施に向けた公共交通事業者との連携
（内容）
・公共交通事業者と連携し、サイクルトレインやバスへの自転車積載
などの取組を促進する。

交通政策課 ⑭

継続
シェアサイクルと公共交通との連携
（内容）
・バス停や駅などへシェアサイクルステーションを設置する。

交通政策課 ⑭

継続

イベント等での自転車の利用促進キャンペーンの実施
（内容）
・シェアサイクルで利用できるクーポンを配布するなど、イベント等
と合わせて自転車の利用を促進する取組を実施する。

交通政策課 ⑥

継続

イベント開催時における自転車での来場の呼びかけ
（内容）
・イベント会場の駐輪スペースをＰＲするなど、イベント開催時にお
ける自転車での来場を呼びかける。

各イベント主催者 ⑥

① 自転車通行空間整備の推進

② 自転車道・自転車専用通行帯の整備の検討

③ 自転車施設の案内表示や通行空間の情報提供

2 気軽に自転車を利用できる環境づくり

④ シェアサイクル事業の推進

⑤ 公共空間を活用した駐輪環境の整備

3 自転車を活かした健康づくり

⑦ 自転車通勤の促進

4 環境にやさしい都市の実現

⑧ 移動手段のベストミックス

⑨ イベント開催時における自転車利用の促進

1 自転車ネットワークの形成



【別紙１】水戸市自転車活用推進計画（第２次）骨子素案 施策一覧

番号 目標 施策 取組内容 実施主体 第１次計画施策番号

⑩ サイクリングマップの作成 新規

サイクリングルートや立ち寄りスポットなどを掲載したサイクリング
マップの作成
（内容）
・大学生などと連携し、サイクリングマップを作成する。

交通政策課 -

⑪ 地元スポーツチームと連携したまちなか回遊の推進 新規

試合観戦者を対象としたまちなか回遊の取組の推進
（内容）
・地元スポーツチームと連携してまちなかサイクリングマップを作成
するなど、試合観戦者を対象としたまちなか回遊の取組を推進する。

交通政策課 -

⑫ 自転車利用促進イベントの実施 新規

自転車に乗る楽しさと地域の魅力を再発見できるイベントの開催
（内容）
・サイクルロゲイニングなど、自転車に乗る楽しさと地域の魅力を再
発見できるイベントについて検討・実施する。

交通政策課 -

継続
県サイクルツーリズム事業の推進
（内容）
・県と連携し、サイクルツーリズム事業を推進する。

交通政策課、観光課 ⑮

継続

県央地域観光協議会のサイクルツーリズム事業の推進
（内容）
・県央地域のサイクリングコースをＰＲするなど、県央地域観光協議
会のサイクルツーリズム事業を推進する。

交通政策課、観光課 ⑮

継続
市サイクリングルート等の企画
（内容）
・水戸市内を自転車で楽しめるサイクリングルートなどを検討する。

交通政策課 ⑮

更新

自転車の交通ルールやマナーの啓発
（内容）
・「青切符」の導入に伴い、チラシや広報みとなどでの啓発をより徹
底していく。

交通政策課、生活安全課 ①

継続
学校や警察、地域住民等と連携した通行指導の実施
（内容）
・新たな担い手を検討しながら、通行指導を継続して実施する。

交通政策課、生活安全課、警察 ①

継続

正しい通行方法を示したパンフレットの配布
（内容）
・青矢羽根の意味やルールを守ることの安全性などについて、パンフ
レットなどによりＰＲする。

交通政策課 ①

新規

児童向け自転車教育の推進
（内容）
・デンマーク式自転車教室をモデルにするなど、児童向けの自転車教
育に取り組む。

交通政策課 -

新規

ヘルメット着用の啓発
（内容）
・ヘルメットの着用率向上を図り、チラシやSNSなどを活用した啓発
に取り組む。

交通政策課、生活安全課、警察 -

継続

自動車ドライバーに対する自転車に配慮した運転の呼びかけ
（内容）
・1.5m以上の間隔を保って追い越すなど、車道左側を走行する自転車
への配慮を広報みとやSNSで呼びかける。

交通政策課 ②

継続

広報みと・ＨＰ等での自動車ドライバーへの啓発
（内容）
・自転車は車道左側走行が原則であることなど、自転車のルールにつ
いて、ドライバーに啓発する。

交通政策課 ②

新規

警察やＪＡＦ等と連携した自動車ドライバーへの啓発
（内容）
・免許更新時や啓発イベント時に市作成のチラシを配布するなど、警
察やＪＡＦ等と連携して啓発に取り組む。

交通政策課、警察、民間事業者 -

継続

広報みと・ＨＰ等での保険制度加入の啓発
（内容）
・自転車保険への加入について、広報みとや市ＨＰなどで呼びかけ
る。

交通政策課 ③

継続

自転車通勤者への保険制度の加入の啓発
（内容）
・事業者と連携し、自転車通勤者へ自転車保険への加入を呼びかけ
る。

交通政策課 ③

継続

県条例における自転車保険加入の努力義務の周知
（内容）
・県民は自転車保険への加入が努力義務であることについて、チラシ
などで周知する。

交通政策課、県 ③

継続

災害時の自転車活用の推進
（内容）
・災害時の移動手段としての自転車の効果などをＰＲし、災害時の自
転車活用を推進する。

交通政策課 ⑯

新規

災害時の自転車活用方法の研究
（内容）
・電動アシスト自転車のバッテリーの活用など、災害時の自転車活用
方法について研究する。

交通政策課 -

5 地域資源を活かした回遊性向上

6 サイクリングを楽しむ機会の創出

⑬ サイクルツーリズムの推進

⑭ 自転車利用者への安全教育の充実

⑮ 自動車ドライバーへの啓発の充実

⑯ 自転車損害賠償保険の加入促進

8 自転車による地域の安全の向上 ⑰ 災害時の自転車の活用

7 自転車に対する安全意識の向上
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水戸市自転車ネットワーク計画 

１ 自転車ネットワーク計画について 

(1) 自転車ネットワーク計画の考え方 

自転車通行空間が整備された道路を網の目のように連続的につなぎ合わせた路線網が自転車ネ

ットワークです。 

自転車通行空間の整備に当たっては、連続性を確保することが必要ですが、全ての路線に自転

車通行空間を整備することは現実的ではありません。そこで、地域のニーズに対応しながら、効

果的、効率的に自転車通行空間を整備するため、国のガイドラインに基づき、自転車ネットワー

ク計画を定めることが求められます。 

自転車には、まちなかの回遊性の向上をはじめ、公共交通網の補完など、まちづくりを支える

役割が期待されているところです。このような状況を踏まえて、本市における自転車ネットワー

ク計画の検討を行うこととします。 

 

(2) 自転車ネットワーク計画の作成手順 

国のガイドラインに基づき、まず、市内全域を対象に「計画の対象エリア」を設定します。本

市では、自転車通行空間を優先的、重点的に整備するエリアとして、高校が集中する「水戸駅北

側エリア」「水戸駅南側エリア」、地域の主要な生活拠点である「赤塚駅北側エリア」「赤塚駅南側

エリア」及び「内原駅エリア」、シェアサイクルの利用者が増加している「茨大周辺エリア」及び

「県庁周辺エリア」を「計画の対象エリア」として設定します。 

次に、「ネットワーク路線」の選定を行い、各路線ごとに「整備形態」を選定します。 

 

　　　自転車ネットワーク計画作成手順  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の対象エリアの設定 

ネットワーク路線の選定 

整備形態の選定 

別紙２
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２ ネットワーク路線について 

(1)　路線の選定 

国のガイドラインに基づき、本市における選定の考え方を整理し、ネットワーク路線を選定し

ました。 

ネットワーク路線選定の基本的な考え方 

 国のガイドラインにおける技術検

討項目
本市における選定基準 ネットワーク路線の例

 

①

地域内における自転車利用の主要

路線としての役割を担う、公共交

通施設、学校、地域の核となる商業

施設及びスポーツ関連施設など大

規模集客施設、観光拠点、主な居住

地区等を結ぶ路線

・都市核の主要路線 

・地域生活拠点（赤塚、内原駅周辺地区

及び下市地区）の主要路線

・国道 50 号 

・国道 51 号 

・県道赤塚馬口労線 

・市道内原 8-0050 号線　他　　　　　　　　　　　

 

②

通学路、病院や福祉施設の周辺な

ど自転車と歩行者の錯綜や自転車

関連の事故が多い路線の安全性を

向上させるため、自転車通行空間

を確保する路線

・自転車交通量が多い路線 

・令和４年から令和６年で信号交差点間

の自転車交通事故件数が２件以上の区

間がある路線

・国道６号 

・国道 349 号 

・幹線市道３号線 

・幹線市道 15 号線　他

 
③

自転車通学路の対象路線（中学校、

高等学校、大学等への接続路線）
・高校及び大学の通学路

・水戸駅から各学校を結ぶ路線 

・赤塚駅から各学校を結ぶ路線

 

④
地域の課題やニーズに応じて自転

車の利用を促進する路線

・観光施設の回遊性向上に資する路線 

・買い物の利便性向上に資する商業施設

周辺の路線 

・公共交通網を補完する路線 

・シェアサイクルの利用が多い路線

・水戸駅周辺（上市・駅南地区） 

・下市地区 

・赤塚駅周辺 

・内原駅周辺　他

 

⑤

沿道で新たに施設立地が予定され

ており、自転車の利用増加が見込

まれる路線

・施設整備計画との整合 

・道路新設又は改良計画との整合

・幹線市道２号線 

・都市計画道路３・４・14 号線

 
⑥

自転車通行空間が整備されている

路線

・過去に整備が行われた路線 

（現行「ガイドライン」に適合する路線）

・国道 50 号バイパス（一部） 

・市道千波２号線　他

 

⑦
その他自転車ネットワークの連続

性を確保するために必要な路線

・ネットワークの連続性を確保するため

に必要な路線（県や他市町村のネット

ワーク路線に接続する路線を含む）

・主要地方道水戸勝田那珂湊線 

・幹線市道６号線 

・市道上市 302 号線 

・①～⑥の連続性を確保するた

めの路線
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３ 整備形態の選定 

(1) 整備形態の選定の考え方 

国のガイドラインでは、ネットワーク路線の整備形態は、自動車の速度や交通量を考慮し選定

することとされています。本市では、早期に整備路線の連続性を確保し、安全性の向上を図るこ

とを最優先とするため、当初から「将来形態」で整備できる路線を除き、暫定形態としての「車

道混在」を基本とします。 

また、既に車道混在型整備を実施した路線については、自動車の速度や道路の幅員などを考慮

した上で、「自転車専用通行帯」又は「自転車道」への転換を図ることとします。 

 

 
整備形態の選定の考え方 

 
(2) 車道混在について 

①　車道混在の整備手法について 

「車道混在」の整備は、自転車は「車両」であるという原則を踏まえ、本来の通行位置で　　　

ある車道左側を自転車通行空間とするものです。 

既存の道路においては、道路幅員の再配分を実施し、構造的に可能な範囲で車道内に自転車

通行空間を確保するものとします。 

また、自転車が車道を通行することについて、一般的なルールとして理解が深まっていない

状況であることから、自動車運転者に対して、自転車通行空間の存在を認識させることを主な

目的として、自動車運転者からの視認性を高めた自転車ピクトグラムや矢羽根による路面表

示を併せて行います。 

 

 

 

自動車の速度が遅い
（時速40km以下）

自動車交通量が少ない
（１日4,000台以下）

車道混在

【通行状況】 【本計画におけ
る整備形態】

【将来形態】

自動車の速度が速い
（時速50km超）

自転車道（一方通行）

可能な限り幅員
を確保した
車道混在
(暫定形態)

自動車の速度が
時速40km超50km以下
自動車交通量が多い
（１日4,000台超）

自転車専用通行帯

【通行状況】 【本計画における整備形態】 【将来形態】
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②　使用する路面表示について 

 

　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク路線で使用する主な路面表示 

 

③　路面表示の方法 

　自転車ピクトグラムは、一般単路部において、交差点の前後やバス停前後等の自動車と自転

車の交錯の機会が多い　区間等に設置することを基本とします。 

　また、細街路との交差点等には、細街路側の自動車運転者に注意喚起することを目的に、　　

位置を工夫して設置します。 
矢羽根の設置間隔は、国のガイドラインでは10 メートルを原則としていますが、交差点等

の自動車と自転車の交錯の機会が多い区間や事故多発地点等では設置間隔を密にします。ま

た、住宅や店舗の出入口位置、沿線景観などに配慮し、適切な設置をするものとします。 

 

④　路面表示方法（詳細） 

ア 一般単路部における路面表示方法 
矢羽根は10メートル間隔、自転車ピクトグラムは40 メートル間隔の設置を標準とします

が、郊外部や自動車交通量の少ない箇所等は適切な設置間隔に広げることとします。 
 

 

一般単路部における路面表示方法 

 

 

 

40.0m 10.0m
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イ 交差点における路面表示方法 
交差点の前後と中間に自転車ピクトグラムを設置し、交差点内は幅0.9 メートルの矢羽根

を２メートル間隔で設置することを標準とします。隅角部には自転車の二段階右折の待機

場所を表示します。 

 

交差点における路面表示方法 

 

ウ 細街路との交差点における路面表示方法 
広い道路に細い道路が取り付くような交差点では、細街路側の自動車運転者に自転車の　

通行があることを注意喚起するために、自転車ピクトグラムの位置を工夫して設置します。 

 

 　　 

細街路との交差点における路面表示方法 

 

エ バス停留所付近における路面表示方法 
バス停留所付近では、自動車の駐停車禁止の周知や自転車とバスの交錯の防止の観点か

ら、路面表示によりバス停の存在を明確化します。 
 

 

バス停留所付近おける路面表示方法 

自転車ピクトグラム

2.0m

0.9m

細
街
路

20.0m 5.0m5.0m
自転車ピクトグラム自転車ピクトグラム

2.5m
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(3) 自転車専用通行帯及び自転車道について 

①　自転車専用通行帯の整備手法について 

「自転車専用通行帯」については、1.5 メートル以上の幅員を確保するものとします。ただ

し、空間的制約がある場合など、1.5 メートルの幅員を確保できない場合は、局所的に 1.0 メ

ートルまで幅員を縮小します。 

また、路面の整備に合わせ、警察と連携し、規制標識を設置するとともに、自転車専用通行

帯の整備後は、並行する歩道について、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可

の交通規制を解除するものとします。 

 

②　自転車専用通行帯の整備イメージ 

 

 

③　自転車道の整備手法について 

「自転車道」については、２メートル以上の幅員を確保するものとします。ただし、空間的

制約がある場合など、２メートルの幅員を確保できない場合は、局所的に 1.5 メートルまで幅

員を縮小します。 

また、車道及び歩道と縁石等の工作物により分離させることを基本とし、通行方法について

は一方通行とします。 
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④　自転車道の整備イメージ 

 

 

(4)　整備形態の選定において考慮する項目について 

選定したネットワーク路線について、以下に示す４項目によって道路の構造や利用状況を検証

し、整備形態を選定します。 

①　路線の道路管理者 

水戸市が管理する道路については、水戸市の考え方で整備形態を選定しますが、水戸市が管理

する道路以外については、各道路管理者と管理方法を含めた整備手法のあり方を詳細に協議し、

選定します。 

②　歩道の有無及び自動車交通量 

歩道の有無を考慮し、整備形態を選定します。歩道がない路線については、路肩を路側帯とし

て歩行者通行空間に用いることから、自転車通行空間は車道内に整備することとなるため、自動

車交通量が 4,000 台／日以下の路線は車道混在を検討し、それ以外の路線については、自動車の

速度の抑制などの整備についても検討します。 

③　路肩の幅員 

２メートル以上の幅員を外側線の外側に確保することができる場合は自転車道の整備を検討

し、1.5 メートル以上の幅員を外側線の外側に確保することができる場合は自転車専用通行帯の

整備を検討します。路肩の幅員が 1.5 メートル未満の場合は、道路幅員の再配分や車道混在を検

討します。 

④　制限速度 

　　　制限速度が時速 40キロメートルを超える路線については、自転車専用通行帯もしくは自転車

道の整備を検討します。 
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４ 整備方針 

(1) 優先整備路線 

計画期間の中で優先的に整備する路線を優先整備路線と位置付け、計画期間内に整備の着手を

図ります。 

①　自転車専用通行帯又は自転車道の整備を検討する路線（Ａ路線） 

　  既に車道混在型整備を実施した路線の中で、自動車の速度や道路の幅員などを考慮した上で、

自転車専用通行帯又は自転車道への転換を検討可能な路線については、計画期間内に自転車専

用通行帯又は自転車道の整備着手を図ります。 

Ａ路線（案） 

 

②　通学路かつシェアサイクルの移動が多い路線（Ｂ路線） 

　  日常的に多くの自転車が通行する路線については、計画期間内に車道混在を基本に整備着手

を図ります。 

Ｂ路線（案） 

 

(2) 優先整備路線以外の路線について 

①　危険性の高い路線 

　  自転車が関連する事故が複数回発生している路線については、事故形態などの検証を踏まえ

た上で、適宜、優先度を高めて整備します。 

②　道路の改良計画がある路線 

　  各道路管理者と設計内容について協議を行った上で、自転車通行空間整備の方針が定まった

場合、優先度を高めて整備します。 

③　その他のネットワーク路線 

　  社会情勢や交通の実態を勘案し、必要に応じて優先度を高めて整備します。

 路線名 延長（km）

 幹線市道 12号線 5.2km

 幹線市道 21号線 1.5km

 幹線市道 24号線 1.2km

 幹線市道 39号線 2.6km

 路線名 延長（km）

 幹線市道４号線 2.2km

 市道上市３号線 0.4km

 市道上市６号線 0.4km

 市道上市 60号線 0.4km

 市道上市 115 号線 0.1km

 市道上市 118 号線 0.5km

 市道上市 119 号線 0.4km

 市道上市 187 号線 0.5km

 市道上市 204 号線 0.2km



国管理道路

県管理道路（国道）

県管理道路

市道

　　　　　　　　　　　　　　　整備済　　 未整備

別紙３　ネットワーク路線図
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上市198

上市238

上市234

上市239 上市266

上市337
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常磐５

幹線22

常磐116

常磐209

笠原２
幹線14

笠原４

笠原161

見川１

見川116

寿２

赤塚321

上中妻283
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幹線２

上市259

上市261
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寿90

寿94

寿128

河和田185

市内主要路線

自転車交通量及び

自転車事故の多い路線

通学に利用される路線

観光・買い物・公共交通補完

シェアサイクルの利用が多い路線

改良予定の路線

整備済路線

ネットワークの連続性を

確保するための路線

参考資料
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「自転車の交通安全教育ガイドライン」骨子案について

これまでの検討

・第５回協議会までで、各ライフステージの目標、教育内容及び教育方法並びに各教育主体の教育内容及び教育方法を検討

ガイドライン骨子案（詳細は別紙）

１ はじめに
(1) 自転車を取り巻く情勢
(2) ガイドラインの目的
(3) ガイドラインのポイント
ア 各ライフステージの特性に応じた目標及び教育
内容の整理
イ 各教育主体が持つ教育機会に応じた教育内容及
び教育方法例の整理

２ 教育内容・教育方法
(1) 自転車の交通安全教育の全体像
(2) 各ライフステージを通じて習得する交通ルールの
一覧及び解説

(3) 各ライフステージの目標及び教育内容
ア 未就学児
イ 小学生（下学年）

今回（第６回）は、ガイドラインの策定に向けた骨子案を議論

ウ 小学生（上学年）
エ 中学生
オ 高校生
カ 成人
キ 高齢者

(4) 各教育主体の教育内容・教育方法例
ア 販売事業者
イ レンタサイクル・シェアサイクル事業者
ウ 保護者・家族
エ 学校等
オ 雇用主事業者
カ 自治体
キ 交通安全教育を行う民間事業者や地域の団体

３ 事例・教材紹介（QRコード掲載）

今後の予定

・第７回協議会（８月下旬～９月上旬） ガイドライン案の検討
・第８回協議会（10月下旬～11月上旬） ガイドラインの策定

資料４



自転車を安全・安心に利用するために（自転車ルールブック）の作成

資料の目的と構成

自転車安全利用五則

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止
を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

自転車の基本的な交通ルール

目  的

自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入に当たり、自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方
について周知を行い、自転車の安全・安心な利用を図るための資料（警察庁HPで公表）

構  成

① 自転車への青切符の導入の背景と手続（導入の背景、検挙後の手続の変更点、青切符の対象とならない場合）
② 自転車の基本的な交通ルール（自転車安全利用五則の紹介）
③ 自転車の交通違反の指導取締り（基本的な考え方、指導取締りを重点的に行う場所・時間帯）
④ 青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分（自転車運転者講習、運転免許の停止)
⑤ 自転車の交通ルール

五則に基づく基本的ルール、
違反した場合における危険性
等を解説

自転車の指導取締りの基本的な考え方

交
通
違
反
の
認
知

悪質・危険な違反
検 挙

自転車の指導取締りの基本的な考え方 → 青切符の導入前後で変わらず

重大な違反や事故を起こしたとき → 刑事手続
（例）・酒酔い運転・酒気帯び運転

・違反により実際に交通事故を発生させる

16歳以上の者による反則行為 → 青切符
（例）・スマホを持って画面を注視したり、通話をする

・信号無視で交差点に進入し、他の車両に急ブレーキ
をかけさせる

検 挙

青切符の導入で変わるのは検挙後の手続

指導警告
（例）・スピードを出して歩道を通行

・16歳未満の者による違反



③ 違反により実際に交通事故を発生させたとき
［検挙（刑事手続により処理）］

○ 自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を実施
○ ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な

違反（「違反自体が悪質・危険なもの」➀･②、「違反態様が悪質・危険なもの」③･④･⑤）であるときは検挙の対象
○ 指導取締りは、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして各警察署が指定した「自転車指導啓発重点地

区・路線」等で、事故が多い朝の通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施
帯を中心に重点的に実施

自転車の指導取締りの基本的な考え方

① 刑事手続によって処理される重大な違反
［検挙（刑事手続により処理） ］

あおり運転

ながらスマホで道路における
危険を生じさせた場合

ブレーキなし

遮断踏切立入り 自転車制動装置不良 ながらスマホ

飲酒運転

信号無視で交差点に進
入し、青信号で進行し
ている車両に急ブレー
キをかけさせたとき

傘を差しながら
一時不停止をしたとき

ハンドルから手を離して
自転車を運転した結果、
歩行者と衝突したとき

警察官による指導警告
に従わず、右側通行を
継続したとき

♪
前方に指導取締りを
行っている警察官の姿
を認めながら、それを
気にすることなく、指
導警告のいとまもなく
信号無視をしたとき

違反自体が悪質・危険なもの 違反態様が悪質・危険なもの

（例）

（例）

（例）

（例）

（例）

⑤ 違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、
あえて違反を行ったとき

［検挙（青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了） ］

④ 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、
事故の危険が高まっているとき

［検挙（青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了）］

② 反則行為の中でも、重大な事故につながる
おそれが高い違反

［検挙（青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了）］

＊ 以下に記載している交通違反は例であり、これら以外の違反でも
検挙の対象となり得ます。

＊ 以下に記載している交通違反は例であり、これら以外の違反でも検挙の対象とな
り得ます。



2025 年 9 月 10 日 

委員長 金利昭 

水戸自転車 意見 

【A】重要 

１． 第一次計画の評価・総括 から 第二次計画方針 まで ストーリーの中で明確に 

⇒ 淡泊 ではなく、響くように・引き付けるように・説得的に 

          「自転車に乗ってみたくなる」ように書く     

 

・第一次の達成水準を記載して総括  ⇐ PDCA が不明瞭 

・P.2 位置づけ フロー 

・P.17 方向性   

   

２．P.18 基本方針の順番  ⇒ 施策の順番 

・ 1 通行空間 → 4 安全 → 2 健康環境 → 3 にぎわい 

・ 異なる「環境」用語 

・P.17-19 用語 書き方   

  ・列記部分の「順番」 P.15-16   17 施策の順番 

 

３．P.20 成果指標 

・P.17「自転車に乗ってみたくなるまち（づくり？）」 

⇒ 成果指標「乗ってみたいと思う」 

⇒ 「使ったことがある割合（月数回以上？）」 

※ 意識満足度指標 「満足度」「車道満足度」「駐輪場満足度」 

  ・自賠責加入率（一般大人を含む）  （ヘルメット着用率） 

  ・自転車事故減 全市 

  ・通勤通学利用割合 → 別々  



 

 【B】細部・個別 

1. 自転車自賠責加入義務化 条例化 

 

2. P.3 欠点も明記 利点を生かすためには車道化が必要 

しっかり運転 ルール遵守 自賠責加入 ヘルメット着用 天候 

  

3. P.17「 まちの姿 将来像」 この自転車計画のパンフ・リーフレット等で PR 

・まちの姿「自転車に乗ってみたくなるまち（づくり？）」 

⇒ このままではイメージできない 興味がわかない Cf. さいたま市 東京都 

4. SDGｓ 中身がわからない 

5. P.3「災害時利用」のために普段使いしておく 

6. その他 いろいろ 

  離隔 1.5ｍ運動 自動車教習所コース 大学生の交通安全 駐停車車両 

   

【Ｃ】先進都市（金沢 京都 さいたま）の自転車計画 を参考 

   自転車ガイドラインの改定版 

   「自転車の交通安全教育ガイドライン」年度内発出 

   青切符「自転車ルールブック」発出  

 

 

 

 

 

 



参考 京都市自転車計画 

 

 

 



 

 

 



 



 


